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平成 23 年度第二次税制改正の 

主要なポイント 
 

Ⅰ. はじめに 

 平成 23 年度の税制改正については、いわゆる衆参ねじ

れ国会の影響や東日本大震災の影響から、2 回に亘り複

数の法律による改正が行われました。本稿では、当該改

正のうち、同年 11 月 30 日に成立した｢経済社会の構造の

変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一

部を改正する法律｣等の法律による第二次税制改正(以下

｢本改正｣)について、主に法人税に関する部分を説明しま

す。 
 

Ⅱ. 復興特別法人税の創設 

 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき平

成 23 年度から平成 27 年度までの間において実施する復

興施策に必要な財源を確保するため、｢東日本大震災から

の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法｣(以下｢震災復興措置法｣)に基づき

｢復興特別法人税｣が創設されました。本改正により、法人

は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの

期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以

後 3 年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度

の間、各課税事業年度の基準法人税額に 10％の税率を

乗じて計算した金額を納める義務が生じることになります

(震災復興措置法 42、45Ⅰ、48)。 

 また、本改正により、法人には、別途、平成 25 年 1 月 1

日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる基準所得

税額(内国法人の場合であれば、利子等及び配当等など

に対する所得税額)に 2.1％の税率を乗じて計算した金額

の｢復興特別所得税｣を納付する義務も生じることになりま

す(同法 8Ⅰ)。 

 ただし、復興特別法人税と復興特別所得税との関係につ

いては、二重課税を防止する観点から、復興特別法人税

の額から復興特別所得税の額を控除できることとされ(同

法 49Ⅰ)、控除することができなかった金額については、還

付を受けることができます(同法 56)。 

 もっとも、控除することができなかった金額について還付

を受けるためには、同法 53Ⅰに基づき復興特別法人税に

係る申告書の提出が必要である(同法 56)ところ、上記の

通り、復興特別法人税と復興特別所得税の課税の対象と

なる期間が異なることから、後者についてのみ課税義務が

生じる期間が存在し、その間は復興特別所得税の額を復

興特別法人税の額から控除できず、控除できない額につ

いて還付を受けようとすると、(既に納税義務のない)復興

特別法人税について申告書を提出し続ける必要がありま

す。 
 

Ⅲ. 法人税率の引下げ 

 法人税率に関する改正については、政府税制調査会・民

主党税制改正 PT 等での議論を受けて、普通法人、一般

社団法人等又は人格のない社団等に対して課する各事業

年度の所得に対する法人税の税率が 30％から 25.5％に

引き下げられることとなりました(新法法 66Ⅰ)。なお、普通

法人である連結法人に対する税率についても 25.5％とさ

れています(新法法 81 の 12Ⅰ)。 

 また、いわゆる中小法人(普通法人のうち、資本金の額

若しくは出資金の額が 1 億円以下のもの)等の軽減税率

等も、同時に引き下げられています。 

 本改正前後の法人税率の比較は次の表の通りです。 
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〈改正前の税率及び改正後の税率〉(財務省資料に加筆) 

改正前(注 1) 改正後(注 2)  

 
年 800 万

円以下 
 

年 800 万

円以下 

普通法人 

 

 

30％ 

 

 

― 

 

 

25.5％ 

 

 

― 

 

 

中小法人(注 4) 
30％ 

22％ 

(18％) 
25.5％ 

19％ 

(15％) 

公益法人等、協同

組合等(単体)及び

特定の医療法人

(単体) 

22％ (18％) 19％ (15％) 

協同組合等(連結)

及び特定の医療

法人(連結) 

23％ (19％) 20％ (16％) 

特定の協同組合

等の特例税率 

(年 10 億円超) 

26％ 22％ 

(注) 1 ｢改正前｣欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成 21

年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの間に終了する

事業年度に適用されている特例の税率です。 

2 ｢改正後｣欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成 24

年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する

事業年度に適用されている特例の税率です。 

3 また、税効果会計で適用される法人実効税率が 40.69％か

ら 35.64％(復興特別法人税を加味すると 38.01％)に引き

下げられ、決算日現在における改正後の法人実効税率を

用いて、繰延税金資産等の金額を修正することとなります

(｢個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針｣

18 項、平成 24 年 2 月 14 日最終改正｢税効果会計に関す

る Q&A｣Q14)。 

4 中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を

含みます。 
 

 なお、この法人税率の引下げに際し、財源を捻出する目

的で課税ベースの拡大を図るため、本改正では、以下の

Ⅳ～Ⅵの事項についても改正が行われました。 
 

Ⅳ. 貸倒引当金の損金算入制度の適用対象を限定 

 法人税法では、法人が、売掛金等の金銭債権について、

将来発生することが予測される貸倒れの損失見込額を、

損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた場合には、

一定の繰入限度額に達するまでの金額を、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金に算入することが認められ

ています(法法 52)。 

 この貸倒引当金の損金算入制度(以下｢貸倒引当金制

度｣)は課税繰延措置であり、近時の低金利下では効果は

限定的と考えられること、また、同制度の適用を受けてい

るのが特定の業種・企業に偏っているとの指摘がされてい

たことに鑑み、本改正では、同制度の適用対象を限定する

こととし、不況下で、不良債権比率が高いなか、不特定多

数に資金を供給するため相対的に貸倒リスクが高くなる銀

行や、大企業に比べて財務体力の劣る企業が多い中小企

業等に限って同制度の適用を受けられることとしました。 
 

1. 貸倒引当金制度の適用対象となる法人 

 本改正後は、貸倒引当金制度について、適用対象が次

の(ⅰ)から(ⅲ)の法人に限定されたうえ、(ⅲ)の法人につい

ては、貸倒引当金制度を利用することができる金銭債権の

範囲が限定されます(新法法 52ⅠⅡⅨ)。 

 従って、本改正により貸倒引当金制度が利用できなくな

る法人については、下記 2.の経過措置が終了した後は、

不良債権処理の手段として貸倒引当金制度を利用するこ

とができなくなるため、不良債権を貸倒損失等として処理

するかどうかの判断を迫られることになります。 

(ⅰ) 当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に

該当する内国法人 

イ 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の

額が 1 億円以下であるもの(大法人等(*)との間

に大法人等による完全支配関係がある普通法

人又は複数の完全支配関係がある大法人等に

発行済株式等の全部を保有されている普通法

人を除く。)又は資本若しくは出資を有しないも

の 

ロ 公益法人等又は協同組合等 

ハ 人格のない社団等 

(ⅱ) 次に掲げる内国法人 

イ 銀行法 2Ⅰに規定する銀行 

ロ 保険業法 2Ⅱに規定する保険会社 

ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令

で定める内国法人 

(ⅲ) リース取引に係る所得の金額の計算の規定(法法 64

の 2Ⅰ)により売買があつたものとされるリース資産

の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その

他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内

国法人として政令で定める内国法人(上記(ⅰ)(ⅱ)に

掲げる内国法人を除く。) 

* 資本金の額又は出資金の額が 5 億円以上である法

人その他一定の法人をいう。 
 

2. 貸倒引当金制度の適用対象外となる法人のための

経過措置等 

 本改正により貸倒引当金制度が利用できなくなる法人に

ついては、本改正の適用開始日である平成 24 年 4 月 1

日以後 3 年間の経過措置が設けられ、改正前の貸倒引当

金制度の規定による繰入限度額が、段階的に引き下げら

れることになります(改正法附則 13Ⅰ)。

(参考)法人実効税率 

(国税＋地方税(東京都))(注 3)  40.69%     ⇒      35.64%
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 もっとも、上記 1.の本改正後も貸倒引当金制度の適用対

象となる法人のうち、(ⅰ)イの法人(資本金 1 億円以下の

法人等)については、｢当該事業年度終了の時｣における、

｢資本金等の額｣ではなく｢資本金の額｣が 1 億円以下であ

ることが基準とされていることから、事業年度終了までにい

わゆる無償減資を行って、資本金の額を 1 億円以下にす

ることで、本改正後も、貸倒引当金制度の適用を引き続き

受けることができることになります。 
 

Ⅴ. 欠損金の繰越控除限度額の引下げ等 

1. 繰越控除限度額の引下げ 

 欠損金の繰越控除とは、過年度に生じた欠損金を当年

度の損金の額に算入することを認めることにより、損益の

年度間調整を図るための制度です。 

 この制度に関しては、近年の大幅な景気変動により、欠

損金の繰越控除が課税ベースを大きく浸食していること

や、利益が出ているのに数年にわたり法人税の納税義務

を免れている法人が存在することについて指摘がなされて

おり、これらの指摘を踏まえて、本改正では、青色欠損金

等の繰越控除制度における控除限度額を、繰越控除前の

所得の金額の 80％に相当する額に制限することとされま

した(新法法 57Ⅰ、58Ⅰ、81 の 9Ⅰ)。 

 この引下げは、平成 24 年 4 月 1 日以後に開始する事業

年度において既に生じた繰越欠損金を控除する場合に適

用されます(改正法附則 10、51)。従って、平成 24 年 4 月 1

日以後に開始する事業年度において生じた欠損金のみで

なく、本改正の前の事業年度において生じた欠損金につい

ても、平成 24 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に控

除する場合においては、所得の金額の 80％に相当する額

までしか控除できないことになります。 

 なお、大企業に比べて財務体力の劣る企業が多い中小

企業等、上記Ⅲ.1.(ⅰ)に掲げた法人に配慮する観点から、

これらの法人については本改正前の控除限度額が据え置

かれました(新法法 57Ⅺ、58Ⅵ、81 の 9Ⅷ)。 
 

2. 欠損金の繰越期間を 9 年間に伸長 

 各年度の控除限度額を引き下げるにあたって、当該事業

年度の帳簿書類等の保存を条件として、欠損金の繰越期

間が 9 年に伸長されました(新法法 57Ⅰ・Ⅹ、58Ⅰ・Ⅴ、81

の 9Ⅰ・Ⅶ)。 

 例えば、ある企業において当該事業年度の欠損金が

1,000 あって、その後継続して 100 の利益を上げていると

すると、本改正前は、100×7 年で 700 の欠損金を繰越せ

たのに対して、本改正後は、欠損金の繰越期間を 7 年とす

ると 80×7 年で 560 しか欠損金を利用することができない

ことから、80×9 年で 720(≒700)の欠損金を利用すること

ができることとしています。 

 この繰越期間の伸長は、平成 20 年 4 月 1 日以後に終

了した事業年度において生じた欠損金について適用され

ます(改正法附則 14Ⅰ、22Ⅰ)。平成 20 年 4 月 1 日が基

準とされたのは、いわゆるリーマンショックにより多数の法

人で多額の欠損金が生じたと考えられる時期を基準とする

ことが適当であると考えられたためです。 
 

Ⅵ. 定率法による減価償却の償却率の引下げ 

 減価償却制度については、平成 19 年度税制改正におい

て、残存価額及び償却可能限度額が廃止され、また、定率

法を採用する場合の償却率を定額法の償却率の 250％と

する、といった改正がなされていました。 

 この 250％という償却率は、国際的に比較してもかなりの

高い償却率でしたが、そもそも減価償却制度は課税繰延

措置であるため、低金利下では効果が限定的であるほ

か、企業が利益確保のため、償却限度額を使い切らない

例も散見されたことから、本改正では、平成 24 年 4 月 1

日以後に取得される減価償却資産の定率法の償却率を、

定額法の償却率の米国並みの 200％とすることとされまし

た(新法令 48 の 2Ⅰ二ロ、新耐用年数省令別表第十)。 

 なお、本改正後の償却率(200％)は、平成 24 年 4 月 1

日以後に取得
．．

される減価償却資産に適用されます。従っ

て、事業年度が同日を跨ぐ場合には減価償却の計算とし

て償却率 250％で計算するものと償却率 200％で計算する

ものが混在しうることになります。そこで、法人の事務負担

の増大に配慮して、平成 24 年 4 月 1 日を跨ぐ事業年度

の減価償却の計算においては、減価償却率を 250％ない

し 200％のいずれかに統一できることとされました(改正政

令附則 3ⅡⅢ)。 


